
高知県住宅耐震化促進事業費補助金交付要綱 新旧対照表（抜粋） 

旧 新 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、

当該各号に定めるところによる。 

（１）～（18）略 

（19）「住宅耐震改修緊急支援事業」とは、第１５号及び前号

の事業に加算する事業をいう。 

（20）「コンクリートブロック塀耐震対策事業」とは、危険性

の高い既存コンクリートブロック塀等の安全対策に要

する費用の一部を当該塀の所有者等に対して市町村が

補助する事業をいう。 

（21）「老朽住宅等除却事業」とは、老朽化した住宅及び建築

物（以下「老朽化した住宅等」という。）を対象に市町

村が行う除却事業及び老朽化した住宅等の除却に要す

る費用の一部を当該住宅等の所有者に対して市町村が

補助する事業をいう。 

（22）「空き家活用促進事業」とは、空き家住宅又は空き建築

物を対象に市町村が耐震改修工事、断熱改修工事、バリ

アフリー工事及びトイレの水洗化工事等（以下「改修工

事」という。）を行い、公的住宅として再生・活用する

事業をいう。 

（23）「空き家住宅」とは、空き家活用促進事業を実施しよう

とする際に使用されておらず、かつ、放置することによ

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、

当該各号に定めるところによる。 

（１）～（18）略 

 

 

（19）「コンクリートブロック塀耐震対策事業」とは、危険性

の高い既存コンクリートブロック塀等の安全対策に要

する費用の一部を当該塀の所有者等に対して市町村が

補助する事業をいう。 

（20）「老朽住宅等除却事業」とは、老朽化した住宅及び建

築物（以下「老朽化した住宅等」という。）を対象に市

町村が行う除却事業及び老朽化した住宅等の除却に要

する費用の一部を当該住宅等の所有者に対して市町村

が補助する事業をいう。 

（21）「空き家活用促進事業」とは、空き家住宅又は空き建

築物を対象に市町村が耐震改修工事、断熱改修工事、バ

リアフリー工事及びトイレの水洗化工事等（以下「改修

工事」という。）を行い、公的住宅として再生・活用す

る事業をいう。 

（22）「空き家住宅」とは、空き家活用促進事業を実施しよ

うとする際に使用されておらず、かつ、放置することに



旧 新 

老朽化が進むおそれがある住宅をいう。 

（24）「空き建築物」とは、空き家活用促進事業を実施しよう

とする際に使用されておらず、かつ、放置することによ

り老朽化が進むおそれがある建築物をいう。 

（25）「住宅耐震対策市町村緊急支援事業」とは、市町村が既

存住宅の耐震対策の加速化を図るために行う戸別訪問、

その他知事が必要と認めた事業をいう。 

（26）「住宅段階的耐震改修支援事業」とは、既存木造住宅の

うち戸建て及び併用住宅の耐震改修工事を段階的に行

うために要する費用の一部を当該住宅の所有者等に対

して市町村が補助する事業をいう。 

（27）「こうち健康・省エネ住宅」 とは、こうち健康・省

エネ住宅推進事業費補助金交付要綱第２条第２項に

規定するこうち健康・省エネ住宅をいう。 

（28）「空き家対策市町村緊急支援事業」とは、市町村が第

22 号及び次号の事業の加速化を図るために行う、空き

家住宅の調査及び実態を把握する事業をいう。 

（29）「空き家活用費補助事業」とは、空き家住宅又は空き

建築物の改修設計、改修工事等に要する費用の一部を

当該空き家住宅及び空き建築物の所有者等に対して

市町村が補助する事業をいう。 

 

より老朽化が進むおそれがある住宅をいう。 

（23）「空き建築物」とは、空き家活用促進事業を実施しよ

うとする際に使用されておらず、かつ、放置することに

より老朽化が進むおそれがある建築物をいう。 

（24）「住宅耐震対策市町村緊急支援事業」とは、市町村が

既存住宅の耐震対策の加速化を図るために行う戸別訪

問、その他知事が必要と認めた事業をいう。 

（25）「住宅段階的耐震改修支援事業」とは、既存木造住宅

のうち戸建て及び併用住宅の耐震改修工事を段階的に

行うために要する費用の一部を当該住宅の所有者等に

対して市町村が補助する事業をいう。 

（26）「こうち健康・省エネ住宅」 とは、こうち健康・

省エネ住宅推進事業費補助金交付要綱第２条第２項に

規定するこうち健康・省エネ住宅をいう。 

（27）「空き家対策市町村緊急支援事業」とは、市町村が第

２１号及び次号の事業の加速化を図るために行う、空き

家住宅の調査及び実態を把握する事業をいう。 

（28）「空き家活用費補助事業」とは、空き家住宅又は空

き建築物の改修設計、改修工事等に要する費用の一部

を当該空き家住宅及び空き建築物の所有者等に対し

て市町村が補助する事業をいう。 
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別表第１（第３条関係）

補助事業名

補助事業者

かつ

（注）既存木造住宅の所有者等とは、既存木造住宅の所有者及び空き家活用費補助事業と併用する場合の所有者から住宅を借り
受ける個人、特定非営利活動法人又は住宅確保要支援者への居住支援団体（営利を目的としない団体に限り、任意団体を除
く。）とする。

33,000円／棟

既存木造住宅の所有者等（注）が登
録設計事務所に依頼して行う木造住
宅耐震改修設計に要する経費

既存木造住宅の所有者等（注）が登
録工務店に依頼して行う木造住宅耐
震改修工事に要する経費

462,000円／戸
925,000円／棟411,000円／棟

木造住宅耐震改修費補助事業

市町村

限度額

66,000円／棟 205,000円／棟

既存木造住宅の所有者等（注）の依
頼を受け、市町村が行う耐震診断士
による木造住宅耐震診断及び耐震改
修工事の概算見積作成に要する経費

木造住宅耐震改修設計費補助事業

補助要件

②木造住宅耐震診断を一般財団法人
日本建築防災協会発行の「一般診断
法による木造住宅の耐震診断プログ
ラム」を利用して行うもの又は一般
財団法人日本建築防災協会の木造住
宅耐震診断プログラム評価制度の評
価を取得したコンピュータソフト
（以下「認定ソフト」という。）の
一般診断法による木造住宅の診断プ
ログラムを利用して行うもの

対象となる既存木造住宅に、明らかな法令違反がないこと。ただし、耐
震改修工事に伴い、法令違反を是正する場合を除く。

①診断する住宅が、第２条第２号に
規定する既存木造住宅に該当するも
の

ただし、木造住宅耐震改修設計に要
する費用の３分の２以内とする。

ただし、住宅段階的耐震改修支援事
業を利用した住宅については、既に
交付を受けた補助額と925,000円と
の差額までとする。
耐震補強に明らかに寄与しない工事
で費用を分離すべきものは、当該工
事を分離して算定し補助対象経費か
ら除外する。

④当該設計により改修工事を行うも
の。ただし、やむを得ない事情があ
る場合は、この限りでない。

③耐震診断士が認定ソフトの精密診
断法により診断（国立大学等の公的
機関による実験データに基づき公表
された数値（知事が認めたものに限
る。）を用いるものを含む。以下同
じ。）し、改修後の評点が１．０以
上となるもの又は知事が別に認めた
もの

③次のいずれかに該当するもの

ア　標準型
認定ソフトの精密診断法により診断
し、改修後の評点が１．０以上とな
るもの
イ　１階改修型
認定ソフトの精密診断法により診断
し、改修後の１階部分の上部構造評
点が１．０以上となるもの
ウ　特殊型
ア又はイと同等以上の耐震性がある
と知事が認めたもの

②木造住宅耐震診断事業の結果上部構造評点のうち最小の値（以下「評
点」という。）が１．０未満と診断された住宅、高知県建築物耐震対策
緊急促進事業費補助金交付要綱第３条第１項の規定に基づく耐震診断費
補助事業の結果Ｉｗ値が１．０未満と診断された住宅又は耐震診断士が
精密診断法により診断した結果評点が１．０未満と診断された住宅に係
るもの

補助対象経費
1,851,000円／棟

戸建住宅及び併用住宅 戸建住宅及び併用住宅 共同住宅及び長屋

木造住宅耐震診断事業

戸建住宅及び併用住宅

既存木造住宅の所有者等（注）が登
録設計事務所に依頼して行う木造住
宅耐震改修設計に要する経費

共同住宅及び長屋

次に掲げる事項の全てに該当するもの

①住宅の所有者が選任した耐震診断
士が耐震改修工事の現場確認等を実
施するもの

①耐震診断士が設計するもの

共同住宅及び長屋

補助率

補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。

ただし、耐震改修
工事の概算見積を
作成する場合は
4,000円／棟を加
算することができ
る。

ただし、耐震改修
工事の概算見積を
作成する場合は
8,000円／棟を加
算することができ
る。

４分の１以内
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別表第２（第３条関係）

補助事業名

補助事業者

かつ

戸建住宅及び併用住宅

①診断する住宅が、第２条第３号に
規定する既存非木造住宅に該当する
もの

ただし、耐震改修
工事の概算見積を
作成する場合は
4,000円／棟を加
算することができ
る。

925,000円／棟

戸建住宅及び併用住宅 共同住宅及び長屋共同住宅及び長屋

66,000円／棟

戸建住宅及び併用住宅

非木造住宅耐震診断費補助事業 非木造住宅耐震改修設計費補助事業 非木造住宅耐震改修費補助事業

市町村

既存非木造住宅の所有者等（注１）
が建築士事務所に依頼して行う耐震
診断及び耐震改修工事の概算見積作
成に要する経費

既存非木造住宅の所有者等（注１）
が建築士事務所に依頼して行う耐震
改修設計に要する経費

既存非木造住宅の所有者等（注１）
が建設業者に依頼して行う耐震改修
工事に要する経費

共同住宅及び長屋

対象となる既存非木造住宅に、明らかな法令違反がないこと。ただし、
耐震改修工事に伴い、法令違反を是正する場合を除く。

②構造設計一級建築士等（注２）に
より実施するもの

411,000円／棟

ただし、耐震改修設計に要する費用
の３分の２以内とする。

①構造設計一級建築士等が設計する
もの

耐震補強に明らかに寄与しない工事
で費用を分離すべきものは、当該工
事を分離して算定し補助対象経費か
ら除外する。

①構造設計一級建築士等が耐震改修
工事の現場確認等を実施するもの

②非木造住宅耐震診断費補助事業、高知県建築物耐震対策緊急促進事業
費補助金交付要綱第３条第１項第１号の規定に基づく耐震診断費補助事
業又は構造設計一級建築士等（注２）による診断の結果「倒壊し、又は
崩壊する危険性がある」とされた住宅に係るもの

（注２）構造設計一級建築士等とは、構造設計一級建築士又は鉄骨造の構造部分を有する住宅にあっては鉄骨造耐震診断資格者
講習、鉄筋コンクリート造の構造部分を有する住宅にあっては鉄筋コンクリート造耐震診断資格者講習、鉄骨鉄筋コンクリート
造の構造部分を有する住宅にあっては鉄骨鉄筋コンクリート造耐震診断資格者講習を修了した者をいう。

③構造耐力上独立した１棟を単位と
して、建築物の耐震改修の促進に関
する法律（平成７年法律第123号）
に基づく基本指針に定められた「既
存鉄骨造建築物の耐震診断指針」、
「既存鉄筋コンクリート造建築物の
耐震診断基準」、「既存鉄骨鉄筋コ
ンクリート造建築物の耐震診断基
準」の第２次診断法若しくは第３次
診断法又は「既存プレキャスト鉄筋
コンクリート造建築物の耐震診断指
針」で行う、構造耐力上主要な部分
の地震に対する安全性の評価を行う
もの

③耐震改修計画について構造設計一
級建築士等により「安全性」が確認
されたもの

③耐震改修工事について構造設計一
級建築士等により「安全性」が確認
されたもの

④当該設計により改修工事を行うも
の。ただし、やむを得ない事情があ
る場合は、この限りでない。

補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。

（注１）既存非木造住宅の所有者等とは、既存非木造住宅の所有者及び空き家活用費補助事業と併用する場合の所有者から住宅
を借り受ける個人、特定非営利活動法人又は住宅確保要支援者への居住支援団体（営利を目的としない団体に限り、任意団体を
除く。）とする。

補助要件

補助率
４分の１以内

補助対象経費

限度額

次に掲げる事項の全てに該当するもの

ただし、耐震改修
工事の概算見積を
作成する場合は
8,000円／棟を加
算することができ
る。

205,000円／棟
462,000円／戸

1,851,000円／棟

33,000円／棟
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別表第５（第３条関係）

補助事業名

補助事業者

（注）「危険性の高い既存コンクリートブロック塀等」とは、補強コンクリートブロック塀及び
鉄筋コンクリート塀においては別添点検表１（ただし、鉄筋コンクリート塀にあっては、点検項
目５～８（点検項目８にあっては、玉石積み擁壁等の上にあるものに限る。）を適用する。）、
組積造の塀においては別添点検表２に従い点検した結果、安全対策が必要と評価されたものをい
う。ただし、国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く。

コンクリートブロック塀耐震対策事業

市町村

安全対策に明らかに寄与しない工事で費用を分離すべきものは、当該工事を分
離して算定し補助対象経費から除外する。

　緊急輸送道路又は避難路に面している危険性の高い既存コンクリートブロッ
ク塀等（注）の所有者が登録工務店、建設業者（建設業法（昭和２４年法律第
１００号）第３条第１項の許可を受けて建設業を営む者に限る。）又は、解体
工事業者（建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第
１０４号）第２１条第１項の登録を受けて解体工事業を営む者に限る。）に依
頼して行う当該塀の撤去又は安全な塀への改修に要する経費

205,000円／件

補助要件

限度額
補助対象経費

　地域防災計画（災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１０
号）に位置付けられた緊急輸送道路又は避難路、耐震改修促進計画（建築物の
耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第１２３号）第５条第１項及び第
６条第１項）に位置付けられた避難路及び市町村が定める津波避難計画に位置
付けられた避難路の沿道に位置する危険性が高いコンクリートブロック塀等の
安全対策（木造住宅耐震改修費補助事業及び非木造住宅耐震改修費補助事業に
より安全対策を実施するものを除く。）を行うもの

補助率

４分の１以内

補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。

別表第５（第３条関係）

補助事業名

補助事業者

（注）「危険性の高い既存コンクリートブロック塀等」とは、補強コンクリートブロック塀及び
鉄筋コンクリート塀においては別添点検表１（ただし、鉄筋コンクリート塀にあっては、点検項
目５～８（点検項目８にあっては、玉石積み擁壁等の上にあるものに限る。）を適用する。）、
組積造の塀においては別添点検表２に従い点検した結果、安全対策が必要と評価されたものをい
う。ただし、国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く。

コンクリートブロック塀耐震対策事業

市町村

安全対策に明らかに寄与しない工事で費用を分離すべきものは、当該工事を分
離して算定し補助対象経費から除外する。

　緊急輸送道路又は避難路に面している危険性の高い既存コンクリートブロッ
ク塀等（注）の所有者が登録工務店、建設業者（建設業法（昭和２４年法律第
１００号）第３条第１項の許可を受けて建設業を営む者に限る。）又は、解体
工事業者（建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第
１０４号）第２１条第１項の登録を受けて解体工事業を営む者に限る。）に依
頼して行う当該塀の撤去及びそれに代わる安全な塀等の設置に要する経費

205,000円／件

補助要件

限度額
補助対象経費

　地域防災計画（災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１０
号）に位置付けられた緊急輸送道路若しくは避難路、耐震改修促進計画（建築
物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第１２３号）第５条第１項及
び第６条第１項）に位置付けられた避難路又は市町村が定める津波避難計画に
位置付けられた避難路の沿道に位置する危険性が高いコンクリートブロック塀
等の安全対策を行うもの

補助率

４分の１以内

補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。
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別表第６（第３条関係）

補助事業名

補助事業者

補助要件

地域防災計画（災害対策基本法第２条第10号）に位置付けられた緊急輸送道路
又は避難路、耐震改修促進計画（建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成
７年法律第１２３号）第５条第１項及び第６条第１項）に位置付けられた避難
路及び市町村が定める津波避難計画に位置付けられた避難路の沿道に位置する
老朽化した住宅等及び住宅などが立ち並ぶ地域に位置する老朽化した住宅等の
除却を行うもの

補助率

４分の１以内

補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。

（注）「老朽化した住宅等」とは、木造等においては別添測定基準表１、鉄筋コンクリート造に
おいては別添測定基準表２、コンクリートブロック造等においては別添測定基準表３の測定基準
により老朽度を合算した評点が１００点以上のものをいう。ただし、国、地方公共団体その他公
の機関が所有するものを除く。

老朽住宅等除却事業

市町村

補助対象経費

　老朽化した住宅等（注）を対象に市町村が行う当該住宅等の除却に要する経
費又は老朽化した住宅等の所有者が建設業者（建設業法（昭和２４年法律第１
００号）第３条第１項の許可を受けて建設業を営む者に限る。）若しくは、解
体工事業者（建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律
第１０４号）第２１条第１項の登録を受けて解体工事業を営む者に限る。）に
依頼して行う当該住宅等の除却に要する経費

1,645,000円／件

限度額

別表第６（第３条関係）

補助事業名

補助事業者

老朽住宅等除却事業

市町村

補助対象経費

　老朽化した住宅等（注）を対象に市町村が行う当該住宅等の除却に要する経
費又は老朽化した住宅等の所有者が建設業者（建設業法（昭和２４年法律第１
００号）第３条第１項の許可を受けて建設業を営む者に限る。）若しくは、解
体工事業者（建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律
第１０４号）第２１条第１項の登録を受けて解体工事業を営む者に限る。）に
依頼して行う当該住宅等の除却に要する経費

1,645,000円／件

限度額

補助要件

地域防災計画（災害対策基本法第２条第10号）に位置付けられた緊急輸送道路
若しくは避難路、耐震改修促進計画（建築物の耐震改修の促進に関する法律
（平成７年法律第１２３号）第５条第１項及び第６条第１項）に位置付けられ
た避難路又は市町村が定める津波避難計画に位置付けられた避難路の沿道に位
置する老朽化した住宅等又は住宅などが立ち並ぶ地域に位置する老朽化した住
宅等の除却を行うもの

補助率

市町村の補助する額の４分の１以内

補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。

（注）「老朽化した住宅等」とは、木造等においては別添測定基準表１、鉄筋コンクリート造に
おいては別添測定基準表２、コンクリートブロック造等においては別添測定基準表３の測定基準
により老朽度を合算した評点が１００点以上のものをいう。ただし、国、地方公共団体その他公
の機関が所有するものを除く。
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